
JP 2012-147100 A 2012.8.2

10

(57)【要約】
【課題】撮影者がファインダに接眼しているときに操作
手段を誤操作することを抑制し、操作性を向上させるこ
とが可能な撮像装置を提供する。
【解決手段】本発明の撮像装置は、撮影対象および撮影
情報を表示するファインダ（１０）と、ファインダ（１
０）への接眼を検出する接眼検出手段と、撮影者により
操作されるタッチ式の操作手段（９）と、操作手段（９
）に接触する撮影者の指の位置を検出する位置検出手段
と、接眼検出手段が撮影者のファインダ（１０）への接
眼を検出しているときに、位置検出手段による検出結果
に基づいて操作手段上の指の位置を基準位置（ＨＰ）と
し、基準位置（ＨＰ）からの操作手段上の指の移動を検
出する移動検出手段と、移動検出手段の検出結果に基づ
いて撮像動作を制御する撮像制御手段と、を有すること
を特徴とする。
【選択図】図８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　撮影対象および撮影情報を表示するファインダと、
　前記ファインダへの接眼を検出する接眼検出手段と、
　撮影者により操作されるタッチ式の操作手段と、
　前記操作手段に接触する撮影者の指の位置を検出する位置検出手段と、
　前記接眼検出手段が撮影者の前記ファインダへの接眼を検出しているときに、前記位置
検出手段による検出結果に基づいて前記操作手段上の当該指の位置を基準位置とし、前記
基準位置からの前記操作手段上の当該指の移動を検出する移動検出手段と、
　前記移動検出手段の検出結果に基づいて撮像動作を制御する撮像制御手段と、
　を有することを特徴とする撮像装置。
【請求項２】
　前記ファインダの表示状態を制御する表示制御手段をさらに有し、
　前記表示制御手段は、前記移動検出手段の検出結果に基づいて前記ファインダの表示状
態を制御することを特徴とする請求項１に記載の撮像装置。
【請求項３】
　前記表示制御手段は、前記ファインダ内の所定領域を、合焦領域、測光領域または顔認
識領域として表示し、前記移動検出手段の検出結果に基づいて前記所定領域を移動させ、
　前記撮像制御手段は、前記移動検出手段の検出結果に基づいて前記合焦領域、前記測光
領域または前記顔認識領域を制御することを特徴とする請求項２に記載の撮像装置。
【請求項４】
　前記表示制御手段は、前記所定領域を前記操作手段上における指の移動経路に対応させ
て表示することを特徴とする請求項３に記載の撮像装置。
【請求項５】
　前記表示制御手段は、指が前記操作手段上を前記基準位置から任意の位置に移動したと
き、前記所定領域を前記任意の位置に対応した位置に移動させて表示することを特徴とす
る請求項３に記載の撮像装置。
【請求項６】
　前記位置検出手段による検出結果に基づいて、前記操作手段上に接触する撮影者の指の
位置を基準位置として記憶する基準位置記憶手段と、
　当該指の位置を前記基準位置記憶手段に記憶するか否かを撮影者に選択させる選択手段
と、
　をさらに有することを特徴とする請求項１～５のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項７】
　前記操作手段において前記基準位置として設定可能な範囲を記憶する範囲記憶手段をさ
らに有し、
　前記基準位置記憶手段は、前記範囲記憶手段で記憶された前記範囲外の位置を基準位置
として記憶しないことを特徴とする請求項６に記載の撮像装置。
【請求項８】
　前記位置検出手段により検出された指が前記範囲記憶手段で記憶された範囲外の位置で
前記操作手段に接触しているときに、撮影者に前記指を前記範囲内に移動するよう報知す
る報知手段をさらに有することを特徴とする請求項７に記載の撮像装置。
【請求項９】
　前記位置検出手段によって検出された位置に当該指が接触している接触時間を検出する
接触時間検出手段をさらに有し、
　前記基準位置記憶手段は、前記接触時間検出手段の検出結果に基づいて、前記接触時間
が所定の時間以上のときに前記操作手段に当該指が接触している位置を基準位置として記
憶することを特徴とする請求項６～８のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項１０】
　前記接触時間検出手段は、前記位置検出手段により検出された指が前記範囲記憶手段で
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記憶された範囲外の位置で前記操作手段に接触している範囲外接触時間を検出し、
　前記報知手段は、前記範囲外接触時間が所定の時間以上のときに、撮影者に前記指を前
記範囲内に移動するよう報知することを特徴とする請求項９に記載の撮像装置。
【請求項１１】
　前記基準位置記憶手段に記憶された前記基準位置が直近に記憶された基準位置と同じで
あるときに、特定の撮影者によって撮影が行われていると認識する撮影者認識手段をさら
に有することを特徴とする請求項６～１０のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項１２】
　前記選択手段は、前記接眼検出手段が前記ファインダへの接眼を検出していないときに
、前記位置検出手段により検出された指の位置を前記基準位置記憶手段で基準位置として
記憶するか否かを撮影者に選択させることを特徴とする請求項６～１１のいずれか一項に
記載の撮像装置。
【請求項１３】
　前記撮像制御手段は、第１の方向に指が移動したときに、前記移動検出手段の検出結果
に基づいて撮像動作における感度を変更することを特徴とする請求項１～１２のいずれか
一項に記載の撮像装置。
【請求項１４】
　前記撮像制御手段は、第２の方向に指が移動したときに、前記移動検出手段の検出結果
に基づいて露出時間を変更することを特徴とする請求項１～１３のいずれか一項に記載の
撮像装置。
【請求項１５】
　前記撮像制御手段は、第３の方向に指が移動したときに、前記移動検出手段の検出結果
に基づいて絞り値を変更することを特徴とする請求項１～１４のいずれか一項に記載の撮
像装置。
【請求項１６】
　前記撮像制御手段は、第４の方向に指が移動したときに、前記移動検出手段の検出結果
に基づいてシャッター速度を変更することを特徴とする請求項１～１５のいずれか一項に
記載の撮像装置。
【請求項１７】
　前記ファインダと前記操作手段を固定するカバーを有し、
　前記操作手段は、前記カバーにおいて前記ファインダが配置される側と同じ側に配置さ
れていることを特徴とする請求項１～１６のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項１８】
　前記ファインダと前記操作手段を固定するカバーを有し、
　前記操作手段は、前記カバーにおいて前記ファインダが配置される側と反対の側に配置
されていることを特徴とする請求項１～１６のいずれか一項に記載の撮像装置。
【請求項１９】
　前記操作手段はタッチパネルであることを特徴とする請求項１～１８のいずれか一項に
記載の撮像装置。
【請求項２０】
　前記操作手段はポインティングデバイスであることを特徴とする請求項１～１８のいず
れか一項に記載の撮像装置。
【請求項２１】
　前記撮影情報は、合焦領域、測光領域、顔認識領域、感度、絞り値、露出時間、シャッ
ター速度の少なくとも一以上であることを特徴とする請求項１～２０のいずれか一項に記
載の撮像装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、撮像装置に関するものである。
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【背景技術】
【０００２】
　撮像装置には、撮影者がファインダで被写体を確認しながら撮像を行うものがある。こ
のような撮像装置には、液晶画面を見ながら当該液晶画面の表面に配置されたタッチパネ
ルを操作して撮影の設定を行う構成や、ファインダを覗きながらタッチパネルを操作して
撮影の設定を行う構成がある。例えば、特許文献１の撮像装置は、ファインダを覗きなが
らタッチパネルを操作して撮影の設定を行う構成を採用している。特許文献１の撮像装置
は、撮影者のファインダへの接眼を検出する接眼検出手段とシステム制御回路とを有し、
システム制御回路が接眼検出手段の検出結果に基づいて液晶画面のバックライトを消灯し
、タッチパネル上における入力可能領域でのタッチ操作を有効なものとして受け付ける構
成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－２６０６８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１では、撮影者がファインダに接眼しているときには液晶画面
の表示を見ることができないため、撮影者が意図する操作をスムーズに行うことができな
い場合があった。
【０００５】
　本発明はこのような事情に鑑みてなされたものであって、撮影者がファインダに接眼し
ているときに、操作性を向上させる撮像装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の課題を解決するため、本発明は実施の形態に示す図１～図１０に対応付けした以
下の構成を採用している。なお、本発明を分かり易く説明するために、一実施形態を示す
図面の符号に対応付けて説明するが、本発明は実施形態に限定されるものではない。
【０００７】
　本発明の撮像装置（１００）は、撮影対象および撮影情報を表示するファインダ（１０
）と、ファインダ（１０）への接眼を検出する接眼検出手段（３０１）と、撮影者により
操作されるタッチ式の操作手段（９）と、操作手段（９）に接触する撮影者の指の位置を
検出する位置検出手段（３０２）と、接眼検出手段（３０１）が撮影者のファインダ（１
０）への接眼を検出しているときに、位置検出手段（３０２）による検出結果に基づいて
操作手段上の指の位置を基準位置（ＨＰ）とし、基準位置（ＨＰ）からの操作手段上の指
の移動を検出する移動検出手段（３０３）と、移動検出手段（３０３）の検出結果に基づ
いて撮像動作を制御する撮像制御手段（３０４）と、を有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の撮像装置によれば、撮影者がファインダに接眼しているときでも撮影動作設定
および変更を行うことができるので、操作性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の第１実施形態の撮像装置を示す斜視図である。
【図２】同、撮像装置の機能構成図である。
【図３】同、撮像装置の機能構成図である。
【図４】同、撮像装置の動作を示すフローチャートである。
【図５】同、撮像装置の動作を示すフローチャートである。
【図６】同、操作手段において基準位置設定可能領域を示す図である。
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【図７】同、操作手段において基準位置及び移動有効範囲を示す図である。
【図８】同、操作手段上の指の移動とファインダ内の表示状態との関係を示す図である。
【図９】同、操作手段上の指の移動とファインダ内の表示状態との関係を示す図である。
【図１０】本発明の第２実施形態の撮像装置を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、図面を参照して、本発明の実施の形態について説明する。かかる実施の形態は、
本発明の一態様を示すものであり、この発明を限定するものではなく、本発明の技術的思
想の範囲内で任意に変更可能である。また、以下の図面においては、各構成をわかりやす
くするために、実際の構造と各構造における縮尺や数等が異なっている。
【００１１】
（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態の撮像装置を示す斜視図である。図１（ａ）はレンズ鏡
筒３が沈胴しているときの正面斜視図、図１（ｂ）はレンズ鏡筒３が繰り出しているとき
の正面斜視図、図１（ｃ）は背面斜視図である。撮像装置は、例えば、撮影者がファイン
ダに接眼することで被写体を確認しながら撮像を行うこともできる、タッチパネル搭載の
カメラである。
【００１２】
　カメラ１００は、図１（ａ）及び図１（ｂ）に示すように、カメラボディ（カバー）１
の前面に、レンズ鏡筒３、飾りリング４、ファインダ対物窓５、ストロボ窓６が設けられ
、レンズ鏡筒３の前面には開閉式のレンズバリア２が設けられている。
【００１３】
　カメラボディ１の上面には、レリーズボタン７、電源ボタン８が設けられている。カメ
ラボディ１の背面には、図１（ｃ）に示すように、タッチパネル（操作部）９、ファイン
ダ接眼窓（以下、単にファインダと称する場合がある）１０、操作ボタン１１、音声再生
部（スピーカー）１２が設けられている。ファインダ１０は、被写体（撮影対象）及び撮
影情報を表示する。ここで、撮影情報とは、合焦領域、測光領域、顔認識領域、感度、絞
り値、露出時間、シャッター速度などの情報である。ファインダ１０には、これら撮影情
報の少なくとも一以上が表示される。
【００１４】
　図２は、本発明の第１実施形態の撮像装置の機能構成図である。
　カメラ１００は、図２に示すように、カメラボディ１、レンズ鏡筒３、ローパスフィル
タ２４、撮像素子２０、ＡＦＥ（Analog Front End）回路２１、ＤＦＥ（Digital Front 
End）回路２２、ＴＧ（Timing Generator）２３、システムＬＳＩ３０、システムメモリ
３１、画像メモリ３２、オーディオコーデック３３、音声再生部１２、記録ＩＦ（Interf
ace）３４、タッチパネル９、表示装置１７、ファインダ１０、カメラ操作系１３、露出
計１５、システムメモリ１６、を有している。
【００１５】
　レンズ鏡筒３は、撮像光学系として複数の光学レンズＬ３を有し、被写体像を撮像素子
２０の受光面に結像させる。被写体との位置、撮影する画角に応じて、焦点距離、ズーム
倍率などが設定され、構成するレンズの配置が制御される。なお、図２においては、複数
の光学レンズを簡略化して、1つの光学レンズを記載している。
【００１６】
　ローパスフィルタ２４は、光学レンズＬ３と撮像素子２０の間（撮像素子２０の前方）
に配置されている。ローパスフィルタ２４は、画像の折り返しノイズを防止するためのフ
ィルタである。
【００１７】
　撮像素子２０は、受光面に受光素子が二次元的に配列されたＣＣＤ（Charge Coupled D
evice）或いはＣＭＯＳ（Complementary Metal Oxide Semiconductor）などにより構成さ
れている。また、撮像素子２０は、レンズ鏡筒３が有する撮像光学系を介した被写体像を
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受光素子により光電変換してアナログ画像信号を生成して、ＡＦＥ回路２１に出力する。
【００１８】
　ＡＦＥ回路２１は、撮像素子２０が出力するアナログ画像信号に対するゲイン調整（Ｉ
ＳＯ（International Organization for Standardization）感度に応じた信号増幅）を行
う。また、ＡＦＥ回路２１は、システムＬＳＩ３０から入力されるＩＳＯ感度設定情報に
応じて、アナログ画像信号に対して予め定められた範囲内で増幅を行い、内蔵するＡ／Ｄ
（Analog Digital）変換回路により、増幅したアナログ画像信号をデジタル画像信号に変
換してＤＦＥ回路２２に出力する。
【００１９】
　ＤＦＥ回路２２は、ＡＦＥ回路２１が出力するデジタル画像信号に対するゲイン調整（
ＩＳＯ感度に応じた信号増幅）を行い、システムＬＳＩ３０に出力する。
【００２０】
　ＴＧ２３は、撮像素子２０の各画素を行単位で順に読出しを行うタイミングを生成し、
撮像素子２０、ＡＦＥ回路２１、及びＤＦＥ回路２２に供給する。撮像素子２０は、生成
されるタイミング信号に応じて信号を行単位に読み出して、アナログの映像信号をＡＦＥ
回路２１に出力する。
【００２１】
　システムＬＳＩ３０は、マイクロプロセッサなどにより構成され、不図示のＲＯＭ（Re
ad Only Memory）或いはＥＥＰＲＯＭ（Electrically Erasable Programmable Read Only
 Memory）などに記憶されているプログラムを実行することにより、カメラ１００が行う
処理を統括的に制御する。
【００２２】
　オーディオコーデック３３は、入力された音声データを復号し、復号したデジタルの音
声データをアナログに変換してスピーカー等の音声再生部１２に出力する。音声再生部１
２は、オーディオコーデック３３から入力された音声を出力する。
【００２３】
　記憶ＩＦ３４は、メモリカードなどの記録媒体３５が接続され、接続されたメモリカー
ドに対してデータの書き込み及び読み出しを行う。
【００２４】
　タッチパネル９は、カメラボディ１においてファインダ１０が配置される側と同じ側に
配置されている。タッチパネル９は、撮影者により操作されるタッチ式の操作部である。
タッチパネル９は、例えばＴＦＴＬＣＤなどからなる表示装置１７の表面に取り付けられ
ている。表示装置１７には、撮像素子２０によって電気信号に変換された映像信号に基づ
いた映像が表示される。表示装置１７には、撮影される画像が表示されるほかに、各種設
定や撮影条件が表示される。表示装置１７の表示及び各種設定項目の設定変更は操作ボタ
ン１１の操作によって行われる。設定変更される各種設定項目には、ズーム倍率設定、撮
影モード設定（オートモード／マニュアルモード設定）、ホワイトバランス設定、露光時
間設定、表示切替設定などがある。
【００２５】
　ファインダ１０、表示装置１７及びタッチパネル９は、システムＬＳＩ３０により制御
され、場面に応じた表示及び入力を行うことができるようになっている。
【００２６】
　カメラ操作系１３は、操作ボタン１１、レンズ制御系１４などにより構成されている。
例えば、撮影者が操作ボタン１１を操作することにより、レンズ鏡筒３内のレンズＬ３の
配置が制御される。
【００２７】
　露出計１５は、被写体の撮影において光の強度を測定し、設定すべき露出時間の割り出
しを行う。露出計１５は、シャッター速度や絞り値との連動が可能となっている。例えば
、露出計１５は、予め設定したフィルム感度と測光結果から現在のシャッター速度で適正
露出になる絞り値を表示する。
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【００２８】
　システムメモリ１６は、レンズ制御系１４によるレンズＬ３の配置の制御の前工程や後
工程においてレンズ配置のデータを一時的に記憶したり、露出計１５による露出時間の割
り出しの前工程や後工程においてシャッター速度や絞り値を一時的に記憶したりする。
【００２９】
　ファインダ１０は、例えばＬＣＤ（Liquid Crystal Display、液晶ディスプレイ）など
の表示装置１７に表示された撮影情報と、撮影対象とを合成して撮影者に表示させる合成
部を有する。ファインダ内には、撮影対象に加えて、合焦領域、測光領域、感認識領域、
感度、絞り値、露出時間、シャッター速度などの撮影情報が表示される。
【００３０】
　図３は、本発明の第１実施形態の撮像装置の機能構成図である。
　システムＬＳＩ３０は、例えば、接眼検出部（接眼検出手段）３０１、位置検出部（位
置検出手段）３０２、移動検出部（移動検出手段）３０３、撮像制御部（撮像制御手段）
３０４、表示制御部（表示制御手段）３０５、接触時間検出部（接触時間検出手段）３０
６、選択部（選択手段）３０７、報知部（報知手段）３０８、撮影者認識部（撮影者認識
手段）３０９、を有している。
【００３１】
　「接眼検出部３０１」は、撮影者のファインダ１０への接眼を検出する。「位置検出部
３０２」は、タッチパネル９に接触する撮影者の指の位置を検出する。「移動検出部３０
３」は、接眼検出部３０１が撮影者のファインダ１０への接眼を検出しているときに、位
置検出部３０２による検出結果に基づいてタッチパネル９上の撮影者の指の移動を検出す
る。「撮像制御部３０４」は、移動検出部３０３の検出結果に基づいて撮像動作を制御す
る。ここで、撮像動作とは、合焦領域、測光領域、顔認識領域、感度、露出時間、絞り値
、シャッター速度などを変更する際の動作である。
【００３２】
　「表示制御部３０５」は、ファインダ１０の表示状態を制御する。この表示制御部３０
５は、移動検出部３０３の検出結果に基づいてファインダ１０の表示状態を変更する。こ
こで、表示状態とは、合焦領域、測光領域、顔認識領域を表示するカーソル、或いは感度
、露出時間、絞り値、シャッター速度などの、ファインダ１０に表示される表示内容であ
る。
【００３３】
　「接触時間検出部３０６」は、位置検出部３０２によって検出された位置に当該指が接
触している接触時間を検出する。「選択部３０７」は、位置検出部３０２によって検出さ
れた当該指の位置を基準位置として基準位置記憶部３１１に記憶させるか否かを撮影者に
選択させる。「報知部３０８」は、位置検出部３０２により検出された指が、後述する範
囲記憶部３１２で記憶された範囲外の位置でタッチパネル９に接触しているときに、撮影
者に指を前記範囲内に移動するよう報知する。「撮影者認識部３０９」は、後述する基準
位置記憶部３１１に記憶された基準位置が直近に記憶された基準位置と同じであるときに
、特定の撮影者によって撮影が行われていると認識する。
【００３４】
　システムメモリ３１は、例えば、前述した基準位置記憶部３１１および範囲記憶部３１
２を有している。「基準位置記憶部３１１」は、位置検出部３０２による検出結果に基づ
いて、タッチパネル９上に接触する撮影者の指の位置を基準位置として記憶する。「範囲
記憶部３１２」は、タッチパネル９において基準位置として設定可能な範囲を記憶する。
【００３５】
　システムメモリ３１は、ＤＦＥ回路２２によるデジタル画像信号に対するゲイン調整の
前工程や後工程においてデジタル画像信号を一時的に記憶する。画像メモリ３２は、撮像
したデジタル画像データを記憶する。
【００３６】
　次に、本発明の第１実施形態における撮像動作の装置の動作について図４を参照して説
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明する。図４は、本発明の第１実施形態の撮像装置の動作（撮影開始から基準位置の設定
を経てファインダ内の表示状態を変更するまでの動作）を示すフローチャートである。
　図４に示すように、ステップＳ１において、接眼検出部３０１が撮影者のファインダ１
０への接眼を検出すると、ステップＳ２において、システムＬＳＩ３０は表示装置１７の
バックライトを消灯する。そして、ステップＳ３において、接眼検出中の動作（タッチパ
ネル９への入力の受け付け動作）を許可する。
【００３７】
　ステップＳ４において、システムＬＳＩ３０は、位置検出部３０２の検出結果に基づい
てタッチパネル９上に撮影者の指が接触しているか否かを判定する。ステップＳ４におい
て、肯定判定された場合はステップＳ５に進み、否定判定された場合はステップＳ４に戻
る。
【００３８】
　ステップＳ５において、システムＬＳＩ３０は、タッチパネル９上に接触している指の
位置は適切か否かを判定する。タッチパネル９上に接触している指の位置が適切か否かの
判定は、位置検出部３０２がタッチパネル９において基準位置として設定可能な範囲（以
下、基準位置設定可能領域と称する場合がある）内の位置で撮影者の指の位置を検出した
か否かにより行われる。ステップＳ５において、肯定判定された場合はステップＳ６に進
み、否定判定された場合はステップＳ１１に進む。
【００３９】
　ここで、タッチパネル９における基準位置設定可能領域について図６を参照して説明す
る。図６は、本発明の第１実施形態のタッチパネル９において基準位置設定可能領域を示
す図である。図６において符号９Ａａは基準位置設定可能領域であり、符号９Ａｂは基準
位置設定不可領域である。
【００４０】
　図６に示すように、基準位置設定可能領域９Ａａは長方形状であり、タッチパネル９の
中央部分にタッチパネル９のサイズ（面積）よりも一回り小さい面積で形成されている。
基準位置設定不可領域９Ａｂは基準位置設定可能領域９Ａａの周囲に枠状に形成されてい
る。基準位置設定不可領域９Ａｂの幅（内側の辺と外側の辺の間の距離）は、所定の長さ
に設定されている。例えば、基準位置設定不可領域９Ａｂの幅は、基準位置が基準位置設
定可能領域９Ａａの周縁部分（基準位置設定不可領域９Ａｂとの境界部分）に記憶された
ときに撮影者が一方向に指を移動させることができる程度の長さ（例えば１０～２０ｍｍ
の範囲）に設定するのがよい。
【００４１】
　範囲記憶部３１２は、基準位置設定可能領域９Ａａを記憶する。基準位置記憶部３１１
は、範囲記憶部３１２で記憶された基準位置設定不可領域９Ａｂの位置を基準位置として
記憶しないようになっている。
【００４２】
　ステップＳ５においてタッチパネル９上に接触している指の位置が適切であると肯定判
定されると、ステップＳ６において、システムＬＳＩ３０は、接触時間検出部３０６の検
出結果に基づいてタッチパネル９上に撮影者の指が所定時間以上（例えば３秒以上）接触
しているか否かを判定する。接触時間検出部３０６は、位置検出部３０２によって検出さ
れた位置に当該指が接触している接触時間を検出している。ステップＳ６において、肯定
判定された場合はステップＳ７に進み、否定判定された場合はステップＳ４に戻る。
【００４３】
　ステップＳ５においてタッチパネル９上に接触している指の位置が不適切であると否定
判定されると、ステップＳ１１において、報知部３０８は撮影者に当該指をタッチパネル
９上の基準位置設定可能領域９Ａａの範囲内に移動させるよう報知する。ファインダ内に
警告メッセージが表示され、ステップＳ１２において撮影者がタッチパネル９上の基準位
置設定可能領域９Ａａの範囲内に指の位置を修正すると、ステップＳ６に進む。
【００４４】
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　ステップＳ６において肯定判定されると、ステップＳ７において、選択部３０７が、当
該指の位置を基準位置記憶部３１１に記憶するか否かを撮影者に選択させる。ステップＳ
７において、肯定判定された場合はステップＳ８に進み、否定判定された場合はステップ
Ｓ４に戻る。
【００４５】
　ステップＳ８において、基準位置記憶部３１１は、位置検出部３０２によって検出され
た当該指の位置を基準位置として記憶する。
【００４６】
　次に、ステップＳ９において、タッチパネル９上の指が基準位置から移動すると、移動
検出部３０３が当該指の基準位置からの移動量を検出する。
【００４７】
　ステップＳ１０において、移動検出部３０２の検出結果に基づいて、撮像動作の制御と
ファインダ内の表示状態の制御とを行う。撮像動作の制御は、撮像制御部３０４によって
行われる。ファインダ内の表示状態の制御は、表示制御部３０５によって行われる。
【００４８】
　本実施形態のカメラ１００によれば、撮影対象及び撮影情報を表示するファインダ１０
を有し、移動検出部３０３により、撮影者がファインダ１０に接眼しているときに、位置
検出部３０２による検出結果に基づいて、タッチパネル９上の指の位置が基準位置ＨＰと
され、基準位置ＨＰからのタッチパネル上の指の移動が検出される。そして、撮像制御部
３０４により、移動検出部３０３の検出結果に基づいて撮像動作の制御が行われる。した
がって、撮影者がファインダに接眼しているときでも撮影動作の設定および変更を行うこ
とができる。
【００４９】
　また、撮影者がファインダ１０を覗いた際、タッチパネル９上に指を接触させることで
任意の位置に基準位置ＨＰを設定することができるので、撮影者の癖や手の大きさが各人
で異なっていても、基準位置ＨＰを各人それぞれの基準に対応させることができる。その
ため、撮影者が違和感なくファインダ１０を覗きながらタッチパネル９を操作することが
可能となる。
【００５０】
　また、この構成によれば、表示制御部３０５を有し、表示制御部３０５が移動検出部３
０３の検出結果に基づいてファインダ１０の表示状態を変更するので、撮影者はタッチパ
ネル上の指の移動に伴ってファインダ１０の表示が変わることを認識することができる。
【００５１】
　また、この構成によれば、基準位置記憶部３１１と選択部３０７とを有するので、撮影
者はタッチパネル９上の指の位置を基準位置ＨＰとして基準位置記憶部３１１に記憶する
か否かを選択することができる。
【００５２】
　また、この構成によれば、範囲記憶部３１２を有し、基準位置記憶部３１１が範囲記憶
部３１２で記憶された範囲外の位置を基準位置ＨＰとして記憶しないので、基準位置ＨＰ
からのタッチパネル９上の指の移動範囲が広がる。これに対して、基準位置記憶部３１１
が範囲記憶部３１２で記憶された範囲外の位置を基準位置ＨＰとして記憶する場合には、
基準位置ＨＰからのタッチパネル９上の指の移動範囲が狭くなる。よって、操作性が向上
する。
【００５３】
　また、この構成によれば、報知部３０８を有しているので、撮影者は範囲記憶部３１２
で記憶された範囲外の位置でタッチパネル９上に指が接触していることを認識することが
できる。
【００５４】
　また、この構成によれば、接触時間検出部３０６を有し、基準位置記憶部３１１が接触
時間検出部３０６の検出結果に基づいて、接触時間が所定の時間以上のときにタッチパネ
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ル９に指が接触している位置を基準位置ＨＰとして記憶する。そのため、撮影者はタッチ
パネル９上に指を所定の時間以上接触させることで所望の位置を基準位置ＨＰとして記憶
させることができる。
【００５５】
　また、この構成によれば、報知部３０８が、範囲外接触時間が所定の時間以上のときに
、撮影者に指を範囲内に移動するよう報知するので、撮影者は範囲記憶部３１２で記憶さ
れた範囲外の位置でタッチパネル９上に指が接触していることを所定の時間内で認識する
ことができる。例えば、前記所定の時間を短時間に設定することにより、撮影者は範囲記
憶部３１２で記憶された範囲外の位置でタッチパネル９上に指が接触していることに早く
気が付くことができる。
【００５６】
　また、この構成によれば、タッチパネル９は、カメラボディ１においてファインダ１０
が配置される側と同じ側に配置されているので、撮影者がファインダ１０を除きながらタ
ッチパネル９を操作することが容易となる。例えば、撮影者が両手でカメラ１００を持っ
て撮影する場合には、タッチパネル９を一方の手の親指で操作することができる。
【００５７】
　尚、本実施形態では、報知部３０８は、ファインダ１０内に警告メッセージを表示する
ことにより撮影者に指をタッチパネル９上の基準位置設定可能領域９Ａａの範囲内に移動
させることを報知したが、音や振動によって報知してもよい。音による報知としては、例
えば、スピーカー１２からアラームを発することにより行うことができる。振動による報
知としては、例えば、バイブレーション機能によりカメラ本体を振動させることにより行
うことができる。
【００５８】
　尚、本実施形態では、表示制御部３０５は、ファインダ１０内の所定領域ＦＰを、顔認
識領域として表示し、移動検出部３０３の検出結果に基づいて所定領域ＦＰを移動させ、
撮像制御部３０４が移動検出部３０３の検出結果に基づいて顔認識領域を制御している例
を挙げて説明したがこれに限らない。例えば、表示制御部３０５は、ファインダ１０内の
所定領域ＦＰを、合焦領域または測光領域として表示し、移動検出部の検出結果に基づい
て所定領域ＦＰを移動させ、撮像制御部３０４が移動検出部３０３の検出結果に基づいて
合焦領域または測光領域を制御してもよい。これにより、撮影者は、タッチパネル９上の
指を移動させることでファインダ１０内の所望の被写体にピントを合わせることができる
。
【００５９】
　尚、本実施形態では、選択部３０７は接眼検出部がファインダ１０への接眼を検出して
いるときに位置検出部３０２により検出された指の位置を基準位置記憶部３１１で基準位
置として記憶するか否かを撮影者に選択させているがこれに限らない。例えば、選択部３
０７が、接眼検出部がファインダ１０への接眼を検出していないときに、位置検出部３０
２により検出された指の位置を基準位置記憶部３１１で基準位置として記憶するか否かを
撮影者に選択させてもよい。これにより、撮影者は、ファインダ１０を覗く前に、タッチ
パネル９上に指を接触させることで任意の位置に基準位置ＨＰを設定することができる。
【００６０】
　尚、本実施形態では、報知部３０８はタッチパネル９上に接触している指の位置が不適
切であると判定されたときに、撮影者に指をタッチパネル９上の基準位置設定可能領域９
Ａａの範囲内に移動させるよう報知しているが、これに限らない。例えば、報知部３０８
が、タッチパネル９上に指が所定時間以上接触していないと判定されたときに、撮影者に
指をタッチパネル９上に指を所定時間以上接触させるよう報知してもよい。
【００６１】
　尚、本実施形態では、タッチパネル９上に接触している指の位置は適切か否かの判定を
経て、撮影者の選択により、タッチパネル９上の当該指の位置が基準位置として設定され
ているが、これに限らない。以下、図５を用いて異なる基準位置の設定のモードが異なる
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モードについて説明する。
【００６２】
（個人識別して基準位置の登録、呼び出しを行うモード）
　図５は、本発明の第１実施形態の撮像装置の動作（基準位置の検出から基準位置の確定
までの動作）を示すフローチャートである。
　図５に示すように、基準位置の検出が開始されると、位置検出部３０２はタッチパネル
９上に接触している指の位置を検出する（図５に示すステップＳ２１）。すると、上述し
たように、タッチパネル９上に接触している指の位置は適切か否かの判定（図４に示すス
テップＳ５）、タッチパネル９上に撮影者の指が所定時間以上接触しているか否かの判定
（図４に示すステップＳ６）、タッチパネル９上に接触している指の位置を基準位置とし
て記憶するか否かの判定（図４に示すステップＳ７）を経て、撮影者の選択により、タッ
チパネル９上の当該指の位置が基準位置として設定される（図４に示すステップＳ８）。
【００６３】
　次に、基準位置を設定する際に、システムＬＳＩ３０は、位置検出部３０２による検出
結果に基づいて、基準位置は変化しているか否かを判定する（図５に示すステップＳ２２
）。基準位置が変化あるか否かの判定は、基準位置記憶部３１１に記憶された基準位置が
直近に記憶された基準位置と同じであるか否かにより行われる。
【００６４】
　基準位置は変化していない、つまり、基準位置記憶部３１１に記憶された基準位置が直
近に記憶された基準位置と同じであると判定されると、撮影者認識部３０９は特定の撮影
者によって撮影が行われていると認識する（図５に示すステップＳ２４）。これにより、
基準位置の特定化が行われる（図５に示すステップＳ２５）。
【００６５】
　一方、基準位置は変化している、つまり、基準位置記憶部３１１に記憶された基準位置
が直近に記憶された基準位置と異なっていると判定されると、タッチパネル上に現在接触
している指の位置を基準位置として確定する（図５に示すステップＳ２３）。
【００６６】
　この構成によれば、撮影者認識部３０９を有するので、基準位置記憶部３１１に記憶さ
れた基準位置ＨＰが直近に記憶された基準位置ＨＰと同じであるときに、特定の撮影者に
よって撮影が行われていると認識される。そのため、同一の撮影者が連続してカメラ１０
０を使用する場合には、新たに基準位置ＨＰを設定することなく自動的に確定させること
ができる。
【００６７】
（タッチパネルを用いてＡＦエリアを操作するモード）
　図７は、本発明の第１実施形態のタッチパネル９において基準位置及び移動有効範囲を
示す図である。図７において符号ＨＰは基準位置、符号ＵＡは上方向有効範囲、符号ＤＡ
は下方向有効範囲、符号ＲＡは右方向有効範囲、符号ＬＡは左方向有効範囲である。なお
、図７においては、タッチパネル９上の基準位置設定可能領域９Ａａの一部の領域を示し
ている。
【００６８】
　図７に示すように、タッチパネル９上の所定の位置に基準位置ＨＰが定まると、基準位
置ＨＰの周囲に移動有効範囲が定まる。ここで、「移動有効範囲」とは、上方向有効範囲
ＵＡ、下方向有効範囲ＤＡ、右方向有効範囲ＲＡ、及び左方向有効範囲ＬＡを有するもの
である。撮影者の指が各方向の移動有効範囲に接触すると、移動検出部３０３は基準位置
からのタッチパネル９上の各方向への当該指の移動を検出する。例えば、撮影者の指が右
方向有効範囲ＲＡに接触すると、移動検出部３０３は基準位置ＨＰからのタッチパネル９
上の右方向への当該指の移動を検出する。そして、撮像制御部３０４は移動検出部３０３
の検出結果に基づいて撮像動作を制御する。
【００６９】
　この構成によれば、カメラ本体の所定のボタンを押しながら十字キーを操作することな
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く、単にタッチパネル９上の各方向へ指を移動させることによってＡＦエリアを操作する
ことができる。
【００７０】
（タッチパネルを用いて顔認識エリアを操作するモード）
　図８は、本発明の第１実施形態のタッチパネル９上の指の移動とファインダ１０内の表
示状態との関係を示す図である。図８において、符号ＨＰはタッチパネル９上の基準位置
、符号ＦＰはファインダ１０内の所定領域である。ここで、所定領域とはファインダ内に
表示されるカーソル表示である。表示制御部３０５は、ファインダ１０内の所定領域ＦＰ
を、合焦領域または顔認識領域として表示し、移動検出部３０３の検出結果に基づいて所
定領域ＦＰを移動させる。図８においては、表示制御部３０５がファインダ１０内の所定
領域ＦＰを顔認識領域として表示する構成を例に挙げて説明する。
【００７１】
　図８（ａ）に示すように、ファインダ１０内には人型の被写体が前方と後方とに二体表
示されている。ファインダ１０内の中央部には所定領域ＦＰが表示されている。タッチパ
ネル９上で基準位置ＨＰが設定されると、ファインダ１０内の所定領域ＦＰは、移動検出
部３０３の検出結果に基づいて、基準位置ＨＰからのタッチパネル９上の各方向への指の
移動に対応して移動するようになる。
【００７２】
　図８（ｂ）に示すように、撮影者の指が基準位置ＨＰからタッチパネル９上の右上方向
に移動すると、表示制御部３０５は、ファインダ１０内の所定領域ＦＰを、顔認識領域と
して表示し、移動検出部３０３の検出結果に基づいてファインダ１０内の中央部から右上
方向に移動させる。撮像制御部３０４は、移動検出部３０３の検出結果に基づいて合掌領
域を制御し撮像を行う。これにより、二体の被写体のうち後方の被写体に顔認識した状態
で撮像が行われる。なお、図８（ｂ）においては、指を基準位置ＨＰからタッチパネル９
上の右上方向に移動させているが、この斜め方向に限らず、例えば指を基準位置ＨＰから
タッチパネル９上の右方向に移動させても二体の被写体のうち後方の被写体に顔認識した
状態で撮像が行われる。
【００７３】
　図８（ｃ）に示すように、撮影者の指が基準位置ＨＰからタッチパネル９上の左上方向
に移動すると、表示制御部３０５は、ファインダ１０内の所定領域ＦＰを、顔認識領域と
して表示し、移動検出部３０３の検出結果に基づいてファインダ１０内の中央部から左上
方向に移動させる。撮像制御部３０４は、移動検出部３０３の検出結果に基づいて顔認識
領域を制御し撮像を行う。これにより、二体の被写体のうち前方の被写体に顔認識した状
態で撮像が行われる。
【００７４】
　この構成によれば、表示制御部３０５は、ファインダ１０内の所定領域ＦＰを、合掌領
域として表示し、移動検出部３０３の検出結果に基づいて所定領域ＦＰを移動させ、撮像
制御部３０４が移動検出部３０３の検出結果に基づいて合掌領域を制御する。よって、撮
影者は、タッチパネル９上の指を移動させることでファインダ１０内の所望の被写体にピ
ントを合わせることができる。
【００７５】
　また、この構成によれば、表示制御部３０５は、ファインダ１０内の所定領域ＦＰを、
顔認識領域として表示し、移動検出部３０３の検出結果に基づいて所定領域ＦＰを移動さ
せ、撮像制御部３０４が移動検出部３０３の検出結果に基づいて顔認識領域を制御する。
よって、撮影者は、タッチパネル９上の指を移動させることでファインダ１０内の所望の
被写体に顔認識を設定することができる。
【００７６】
（タッチパネル上の指の移動とファインダ内のカーソルの移動とが一致するモード）
　図９は、本発明の第１実施形態のタッチパネル９上の指の移動とファインダ１０内の表
示状態との関係を示す図である。図９において、符号ＨＰはタッチパネル９上の基準位置
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、符号ＥＰはタッチパネル９上の所定位置（任意の位置）、符号ＦＰ１はファインダ１０
内の移動前の所定領域、符号ＦＰ２はファインダ１０内の移動後の所定領域である。図９
においては、表示制御部３０５が、移動検出部３０３の検出結果に基づいて所定領域を移
動させる際の移動形態について説明する。図９において、ファインダ１０内には人型の被
写体が右側に一体のみ表示されている。
【００７７】
　図９（ａ）に示すように、撮影者の指が基準位置ＨＰからタッチパネル９上の左上方向
の任意の位置ＥＰまで移動すると、表示制御部３０５は、ファインダ１０内の所定領域を
タッチパネル９上における指の移動経路に対応させて表示する。つまり、ファインダ１０
内の中央部の所定領域ＦＰ１は、タッチパネル９上における指の移動経路に沿ってファイ
ンダ１０内の左上方向の所定領域ＦＰ２に移動する。
【００７８】
　図９（ｂ）に示すように、表示制御部３０５は、撮影者の指がタッチパネル９上を基準
位置ＨＰから任意の位置ＥＰに移動したとき、ファインダ１０内の所定領域をタッチパネ
ル９上の任意の位置ＥＰに対応した位置に移動させて表示する。つまり、ファインダ１０
内の中央部の所定領域ＦＰ１は、タッチパネル９上における指の移動経路とは関係なく、
ファインダ内の左上方向の所定領域ＦＰ２まで最短経路で（所定領域ＦＰ１の中心と所定
領域ＦＰ２の中心を結ぶ直線に沿って）移動する。
【００７９】
　この構成によれば、表示制御部３０５は、所定領域ＦＰをタッチパネル９上における指
の移動経路に対応させて表示するので、撮影者はタッチパネル９上における指の移動経路
をファインダ１０内で認識することができる。よって、撮影者の操作感が向上する。
【００８０】
　また、この構成によれば、表示制御部３０５は、指がタッチパネル９上に基準位置ＨＰ
から任意の位置ＥＰに移動したとき、所定領域ＦＰを任意の位置ＥＰに対応した位置に移
動させて表示する。つまり、所定領域は、タッチパネル９上の指の移動経路によらずに、
タッチパネル９上の指の移動開始点と終点（任意の位置）とに対応して移動することとな
る。よって、操作性が向上する。
【００８１】
（指の上下左右方向の移動で撮影設定を変更するモード）
　撮像制御部３０４は、基準位置ＨＰからのタッチパネル９上の指の移動を検出する移動
検出部３０３の検出結果に基づいて撮像動作を制御する。撮像制御部３０４による撮像動
作の制御は、基準位置ＨＰから各方向に指が移動したときに、移動検出部３０３の検出結
果に基づいて撮像動作における撮影情報を変更する。
【００８２】
　例えば、「第１の方向」を基準位置ＨＰからのタッチパネル９上の上方向、「第２の方
向」を基準位置ＨＰからのタッチパネル９上の右方向、「第３の方向」を基準位置ＨＰか
らのタッチパネル９上の下方向、「第４の方向」を基準位置ＨＰからのタッチパネル９上
の左方向、とする。このように基準位置ＨＰから４方向を設定すると、撮像制御部３０４
は移動検出部３０３の検出結果に基づいて撮像動作における４種の撮影情報（例えば、感
度、露出時間、絞り値、シャッター速度）を変更することができる。
【００８３】
　基準位置ＨＰからの４方向に、撮像制御部３０４による撮像動作における４種の撮影情
報を対応させる。具体的には、第１の方向に感度、第２の方向に露出時間、第３の方向に
絞り値、第４の方向にシャッター速度を対応させる。すると、撮像制御部３０４は、第１
の方向（基準位置ＨＰからのタッチパネル９上の上方向）に指が移動したときに、移動検
出部３０３の検出結果に基づいて撮像動作における感度を変更する。撮像制御部３０４は
、第２の方向（基準位置ＨＰからのタッチパネル９上の右方向）に指が移動したときに、
移動検出部３０３の検出結果に基づいて撮像動作における露出時間を変更する。撮像制御
部３０４は、第３の方向（基準位置ＨＰからのタッチパネル９上の下方向）に指が移動し
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たときに、移動検出部３０３の検出結果に基づいて撮像動作における絞り値を変更する。
撮像制御部３０４は、第４の方向（基準位置ＨＰからのタッチパネル９上の左方向）に指
が移動したときに、移動検出部３０３の検出結果に基づいて撮像動作におけるシャッター
速度を変更する。
【００８４】
　この構成によれば、撮像制御部３０４は、第１の方向に指が移動したときに、移動検出
部３０３の検出結果に基づいて撮像動作における感度を変更する。よって、撮影者は、タ
ッチパネル９上の指を移動させることで撮像動作における感度を変更することができる。
【００８５】
　また、この構成によれば、撮像制御部３０４は、第２の方向に指が移動したときに、移
動検出部３０３の検出結果に基づいて撮像動作における露出時間を変更する。よって、撮
影者は、タッチパネル９上の指を移動させることで撮像動作における露出時間を変更する
ことができる。
【００８６】
　また、この構成によれば、撮像制御部３０４は、第３の方向に指が移動したときに、移
動検出部３０３の検出結果に基づいて撮像動作における絞り値を変更する。よって、撮影
者は、タッチパネル９上の指を移動させることで撮像動作における絞り値を変更すること
ができる。
【００８７】
　また、この構成によれば、撮像制御部３０４は、第４の方向に指が移動したときに、移
動検出部３０３の検出結果に基づいて撮像動作におけるシャッター速度を変更する。よっ
て、撮影者は、タッチパネル９上の指を移動させることで撮像動作におけるシャッター速
度を変更することができる。
【００８８】
（第２実施形態）
　図１０は、図１（ａ）に対応した、本発明の第２実施形態の撮像装置を示す斜視図であ
る。
図１０に示すように、本実施形態のカメラ２００は、操作部１９がポインティングデバイ
スである点、ポインティングデバイス１９がカメラボディ１においてファインダ１０が配
置される側と反対の側に配置されている点で上述の第１実施形態のカメラ１００と異なっ
ている。その他の点は上述の構成と同様であるので、図１と同様の要素には同一の符号を
付し、詳細な説明は省略する。
【００８９】
　図１０に示すように、ポインティングデバイス１９は、カメラボディ１正面のボディー
前面において、レンズ鏡筒３の配置された側と反対の側に取り付けられている。ポインテ
ィングデバイス１９は、撮影者により操作されるタッチ式の操作部である。なお、図示は
しないが、ポインティングデバイス１９には、上述のタッチパネル９と同様に、基準位置
設定可能領域及び基準位置設定不可領域が形成されている。
【００９０】
　本実施形態のカメラ２００によれば、ポインティングデバイス１９がカメラボディ１に
おいてファインダ１０が配置される側と反対の側に配置されているので、撮影者がファイ
ンダ１０を除きながらポインティングデバイス１９を操作することが容易となる。例えば
、撮影者が両手でカメラ１００を持って撮影する場合には、ポインティングデバイス１９
を一方の手の人差し指で操作することができる。
【００９１】
　尚、本実施形態では、ポインティングデバイス１９はカメラボディ１正面のボディー前
面に取り付けられているがこれに限らない。例えば、ポインティングデバイス１９はカメ
ラボディ１の上面、下面、左右の側面などの面に取り付けられていてもよい。
【符号の説明】
【００９２】
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１…カメラボディ（カバー）、９…タッチパネル（操作手段）、９Ａａ…基準位置設定可
能領域（基準位置として設定可能な範囲）、１０…ファインダ、１９…ポインティングデ
バイス（操作手段）、１００，２００…カメラ（撮像装置）、３０１…接眼検出部（接眼
検出手段）、３０２…位置検出部（位置検出手段）、３０３…移動検出部（移動検出手段
）、３０４…撮像制御部（撮像制御手段）、３０５…表示制御部（表示制御手段）、３０
６…接触時間検出部（接触時間検出手段）、３０７…選択部（選択手段）、３０８…報知
部（報知手段）、３０９…撮影者認識部（撮影者認識手段）、３１１…基準位置記憶部（
基準位置記憶手段）、３１２…範囲記憶部（範囲記憶手段）、ＨＰ…基準位置、ＥＰ…任
意の位置、ＦＰ…所定領域

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】

【図６】

【図７】
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【図８】 【図９】

【図１０】
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